
手
続
の
区
分

書

面

記
載
事
項

手
続
の
区
分

書

面

記
載
事
項

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

第
十
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
手
続

特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
（
実
用
新
案
法
第
十
一
条

第
一
項
及
び
意
匠
法
第
十
五
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）、
実
用
新
案
法
第

十
一
条
第
一
項
及
び
意
匠
法
第

十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
特
許
法

第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
（
実

用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項
、

意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び

商
標
法
第
十
三
条
第
一
項
（
同

法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）及
び
実
用
新
案
法
第
十
一

条
第
一
項
、
意
匠
法
第
十
五
条

第
一
項
及
び
商
標
法
第
十
三
条

第
一
項
（
同
法
第
六
十
八
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
書

面

特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項

（
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一

項
、
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項

及
び
商
標
法
第
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
特
許
法
第
四
十
三

条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
（
実
用
新
案

法
第
十
一
条
第
一
項
及
び
意
匠

法
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
実

用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項
及

び
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）又
は
特
許
法
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

（
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一

項
、
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項

及
び
商
標
法
第
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
実
用
新
案
法
第

十
一
条
第
一
項
、
意
匠
法
第
十

五
条
第
一
項
及
び
商
標
法
第
十

三
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と

す
る
旨

第
十
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
手
続

特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
（
実
用
新
案
法
第
十
一
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
実
用
新
案
法

第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
特
許

法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項

（
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一

項
、
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項

及
び
商
標
法
第
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
実
用
新
案
法
第

十
一
条
第
一
項
、
意
匠
法
第
十

五
条
第
一
項
及
び
商
標
法
第
十

三
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す

る
書
面

特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項

（
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一

項
、
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項

及
び
商
標
法
第
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
特
許
法
第
四
十
三

条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
（
実
用
新
案

法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び

実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）又
は
特
許
法
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

（
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一

項
、
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項

及
び
商
標
法
第
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
実
用
新
案
法
第

十
一
条
第
一
項
、
意
匠
法
第
十

五
条
第
一
項
及
び
商
標
法
第
十

三
条
第
一
項
（
同
法
第
六
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に

よ
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と

す
る
旨

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

（
物
件
の
提
出
）

（
物
件
の
提
出
）

第
十
九
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う
者
は
、
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該

特
定
手
続
に
際
し
て
特
許
庁
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
物
件
を
、
第
十
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
の
入
力
の
後
第
二
十
条
で
定
め
る
期
間
内
に
、
特
許
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う
者
は
、
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該

特
定
手
続
に
際
し
て
特
許
庁
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
物
件
を
、
第
十
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
の
入
力
の
後
第
二
十
条
で
定
め
る
期
間
内
に
、
特
許
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
八

﹇
略
﹈

一
〜
八

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 
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